
 

 

規 則 第 ３ ９ 号 

令和７年１２月１６日 

 

府中町情報公開条例施行規則をここに公布する。 

 

府中町長 寺尾 光司 

 

 

府中町情報公開条例施行規則 

府中町情報公開条例施行規則（昭和５８年規則第８号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、府中町情報公開条例（令和７年条例第２３号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（行政文書開示請求書） 

第２条 条例第６条に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書（様式第１号）のとおり

とする。 

（開示決定通知書等） 

第３条 条例第７条第１項から第３項までに規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書のとおりとする。 

（1） 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書（様式第２号） 

（2） 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書（様式第３号） 

（3） 行政文書を開示しない旨の決定（次号又は第５号に掲げる決定を除く。） 行政文書

不開示決定通知書（様式第４号）、行政文書不開示決定通知書（形式上の不備）（様式

第５号）又は条例適用外通知書（様式第６号） 

（4） 行政文書を開示しない旨の決定（条例第１３条の規定により開示請求を拒否する場

合） 行政文書存否応答拒否通知書（様式第７号） 

（5） 行政文書を開示しない旨の決定（開示請求に係る行政文書を保有していない場合） 

行政文書不存在通知書（様式第８号） 

（決定期間延長通知書等） 

第４条 条例第８条第２項に規定する書面は、決定期間延長通知書（様式第９号）のとおり

とする。 

２ 条例第８条第３項に規定する書面は、決定期間特例延長通知書（様式第１０号）のとお

りとする。 

３ 条例第８条第４項に規定する書面は、決定期間特例延長通知書（災害等）（様式第１１

号）のとおりとする。 

（行政文書の写しの交付） 



 

 

第５条 行政文書の写しを交付するときの交付の部数は、実施機関が特に必要と認める場

合を除き、請求１件につき１部とする。 

（事案移送通知書） 

第６条 条例第１４条第１項に規定する書面は、行政文書開示請求事案移送通知書（様式第

１２号）のとおりとする。 

（第三者に対する意見照会等） 

第７条 実施機関は、条例第１５条第１項又は第２項の規定により第三者に意見書を提出

する機会を与えるときは、意見照会書（様式第１３号）により通知するものとする。 

２ 条例第１５条第３項に規定する書面は、行政文書開示通知書（様式第１４号）のとおり

とする。 

３ 条例第１５条第４項に規定する書面は、決定期間延長通知書（第三者不在等）（様式第

１５号）のとおりとする。 

（写しの交付に要する費用） 

第８条 条例第１６条の規定により行政文書の写しの交付を受けるものが負担する写しの

交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（1） 町の設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙

に出力する場合 

ア 白黒でＢ５からＡ３のとき １枚につき１０円 

イ 白黒でＡ２のとき １枚につき４０円 

ウ 白黒でＡ１のとき １枚につき６０円 

エ カラーでＢ５からＡ３のとき １枚につき６０円 

（2） 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する

実費 

（3） その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する

実費 

（写しの送付の求め） 

第９条 実施機関の開示決定に基づき行政文書の開示を受けるものは、送付に要する費用

を納付して、当該行政文書の写しの送付を求めることができる。 

（諮問通知等） 

第１０条 条例第１９条第１項の規定により実施機関が府中町情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）に諮問するときは、諮問書（様式第１６号）により行う

ものとする。 

２ 実施機関は、条例第１９条の規定により審査会に諮問した場合は、情報公開・個人情報

保護審査会諮問通知書（様式第１７号）により、条例第２０条各号に掲げる者に通知する

ものとする。 

（運用状況の公表） 



 

 

第１１条 条例第３１条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにして

行うものとする。 

（1） 開示請求の状況 

（2） 開示又は不開示の決定の状況 

２ 前項の規定による運用状況の公表は、府中町町民広報に登載すること等により行うも

のとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の府中町情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日

以後に開示請求があったものについて適用し、同日前に府中町情報公開条例（昭和５８年

条例第１０号）第４条の規定による情報の公開の請求又は同条例第１１条の規定による

情報の公開の申出があったものについては、なお従前の例による。 

（府中町情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正） 

３ 府中町情報公開・個人情報保護審査会規則（平成１５年規則第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「府中町情報公開条例（昭和５８年条例第１０号。以下「情報公開条例」という。）」

を「府中町情報公開条例（令和７年条例第２３号。以下「情報公開条例」という。）」に改め

る。 

第２条中「事項」を「重要事項」に改める。 

（揚倉山健康運動公園整備等事業者選定委員会設置規則の一部改正） 

４ 揚倉山健康運動公園整備等事業者選定委員会設置規則（令和７年規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第５項第１号中「府中町情報公開条例（昭和５８年条例第１０号）第５条に規定す

る非公開情報」を「府中町情報公開条例（令和７年条例第２３号）第１０条に規定する不開

示情報」に改める。 

 

様式目次 

様式番号 名称 規定条文 

様式第１号 行政文書開示請求書 第２条 

様式第２号 行政文書開示決定通知書 第３条 

様式第３号 行政文書部分開示決定通知書 第３条 

様式第４号 行政文書不開示決定通知書 第３条 

様式第５号 行政文書不開示決定通知書（形式上の不備） 第３条 



 

 

様式第６号 条例適用外通知書 第３条 

様式第７号 行政文書存否応答拒否通知書 第３条 

様式第８号 行政文書不存在通知書 第３条 

様式第９号 決定期間延長通知書 第４条 

様式第１０号 決定期間特例延長通知書 第４条 

様式第１１号 決定期間特例延長通知書（災害等） 第４条 

様式第１２号 行政文書開示請求事案移送通知書 第６条 

様式第１３号 意見照会書 第７条 

様式第１４号 行政文書開示通知書 第７条 

様式第１５号 決定期間延長通知書（第三者不在等） 第７条 

様式第１６号 諮問書 第１０条 

様式第１７号 情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 第１０条 

 


